
2 　時 日時　　場 場所　　内 内容　　対 対象　　定 定員　　講 講師　　￥ 料金　　持 持ち物　　締 締切　　申 申し込み　　問 問い合わせ　　HP ホームページ　胃ファックス　糸メール　　田 田無庁舎 　保 保谷庁舎凡例

市からの連絡帳

　問 法務局田無出張所（札４６１－１１７８）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

 福　祉 

■難病医療費助成に疾病が追加
　次の疾病が新たに難病医療費助成
の対象となりました。
・家族性高コレステロール 血  症 

けっ しょう

・ 球  脊  髄  性  筋  萎  縮  症 
きゅう せき ずい せい きん い しゅく しょう

・ 拘  束  型  心  筋  症 
こう そく がた しん きん しょう

・リンパ 脈  管  筋  腫  症 
みゃく かん きん しゅ しょう

・ 重  症  多  形  滲  出  性  紅  斑 （急性期）
じゅう しょう た けい しん しゅつ せい こう はん

・ 黄  色  靭  帯  骨  化  症 
おう しょく じん たい こっ か しょう

・ 間  脳  下  垂  体  機  能  障  害 
かん のう か すい たい き のう しょう がい

　申請は１２月１日からで、１２月中に
申請され認定された方は１０月１日に
遡及して医療費が助成されます。
　なお、次の４疾病については現在
都疾病の難病として助成中であり、
これが国疾病に変わるもので平成２２
年９月３０日までの医療券をお持ちの
方は、手続きについては特に必要あ
りません。
・ 脊  髄  性  筋  萎  縮  症 

せき ずい せい きん い しゅく しょう

・ 慢  性  炎  症  性  脱  髄  性  多  発  神  経  炎 
まん せい えん しょう せい だつ ずい せい た はつ しん けい えん

・ 肥  大  型  心  筋  症 
ひ だい がた しん きん しょう

・ミトコンドリア病
◆障害福祉課 　保 （札４３８－４０３５）

■介護給付費通知を発送
　介護保険制度への理解を深めてい
ただくと同時に、介護保険事業を健
全に運営するため、介護保険のサー
ビスを利用している方に、介護給付
費通知として介護サービスの利用実
績をお知らせしています。
□発送日　11月下旬
　対 ９月に介護または介護予防サービ
スを利用された方
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０３０)

 子育て 

■平成２２年４月の保育園入所
児の募集受付を開始
　平成２２年４月から保育園に入所
（転園）を希望されるお子さんの申
込みを受け付けます。受付期限は１２
月２８日捷までです。
　平成２１年度の入所申請をし、欠員
がない為に待機されている方で、引
続き平成２２年度の入所を希望される
方は、再度申込みをしてください。
※入所基準指数などに一部変更があ
りますので、「平成２２年度入所のご
案内」を必ずご覧ください。
※保谷庁舎・各出張所での受付は行
っていません。
◆保育課 　田 （札４６０－９８４２）
■ファミリー・サポート・センタ
ー　ファミリー会員登録説明
会
　時 ・　場 ①１２月８日昇午前１０時～正午・
田無総合福祉センター②１２月２６日松
午前１０時～正午・保谷保健福祉総合
センター
　持 保護者の顔写真（縦３㎝×横２．５
㎝）１枚、印鑑、８０円切手１枚（会員
証郵送用）
　申 説明会前日の午後５時までにファ
ミリー・サポート・センター事務局
へ（札４３８－４１２１）
◆子ども家庭支援センター
（札４２５－３３０３）

する法律」に規定する認定長期優良
住宅であること。
②平成２１年６月４日～平成２２年３月
３１日に新築された住宅であること。
③居住部分の床面積が当該家屋の床
面積の２分の１以上であること。
④居住部分の床面積が５０㎡（一戸建
以外の貸家住宅は４０㎡）以上２８０㎡以
下であること。

□必要書類
①認定長期優良住宅に係る固定資産
税の減額適用申告書
②長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律施行規則第６条、第９条また
は第１３条に規定する通知書の写し
（東京都が発行した、認定長期優良
住宅であることを証する通知書の写
し）
　申告について、平成２１年中に新築
した場合は、平成２２年２月１日捷ま
でに申告してください。
　問 東京都都市整備局多摩建築指導事
務所建築指導第２課（札４６４－２１５４）
◆資産税課 　田 （札４６０－９８３０）

■家屋を取り壊したとき
　家屋を取り壊したときは、資産税
課（田無庁舎４階）へご連絡ください。
　また、表題登記がなされている建
物を取り壊した場合は、不動産登記
法により、所管の法務局に滅失の登
記をすることになっています。

 年金・税 

■「日本年金機構」が来年１月
１日からスタート！
～社会保険庁が廃止され、新たに「日
本年金機構」がスタートします～
　国民の皆さんの信頼に応え、一層
のサービス向上の実現を目指し、社
会保険庁は組織・人員を一新し、「日
本年金機構」として生まれ変わりま
す。
①社会保険事務所は、「年金事務所」
と名称が変わりますが、年金相談な
どの窓口として引き続きご利用でき
ます。また、「年金事務所」は、現在
ある社会保険事務所の建物をそのま
ま使用しますので、所在地に変更は
ありません。
②日本年金機構の設立に伴い、これ
まで社会保険庁や社会保険事務所の
名義の各種の関係書類は、内容によ
り、今後は厚生労働省または日本年
金機構の名義になります。
③日本年金機構は、社会保険庁から
公的年金の運営業務を引き継ぎます
が、公的年金制度は、国の制度とし
て、その財政や運営に国が引き続き
責任を持つことについては、これま
でと変わりません。
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■認定長期優良住宅に係る固
定資産税の減額
　平成２１年６月４日～平成２２年３月
３１日までの間に、下記の要件を満た
した認定長期優良住宅を新築した場
合、当該住宅に係る固定資産税を一
定期間、２分の１減額します（都市
計画税は含まれません）。
□要件
①「長期優良住宅の普及の促進に関

 申　請 

■土曜日窓口
　市民課で
は、土曜日
に住民票や
印鑑証明の
交付のほか
転出・転入
手続なども
できるサタデーサービスを行ってい
ます。
　内容によっては取り扱えないもの
がありますので、事前にお問い合わ
せください。
　場 第１・３・５土曜日　保谷庁舎
　第２・４土曜日　田無庁舎
　午前９時～午後０時３０分
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

■市税、国民健康保険料（税）
の夜間・休日納付相談窓口
◎夜間窓口
　時 １２月１５日昇・１６日昌
　午後５時～８時
◎休日窓口
　時 １２月１９日松・２０日掌
　午前９時～午後４時
　場 市税…納税課（田無庁舎４階）
　国民健康保険料（税）…健康年金
課（田無庁舎２階）
※平日の納付相談窓口および夜間・
休日に開設する納付、相談窓口は、
田無庁舎のみで取り扱いしています
のでご注意ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３２）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

　１２月は、固定資産税・都市計
画税第３期の納期です。納付に
は、便利な口座振替を。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

□減額期間

減額期間住宅の種類
新たに課税される年
度から7年間

3階建以上の中高
層耐火住宅等

新たに課税される年
度から5年間上記以外の住宅

□減額割合

固定資産税の減額割合床面積
２分の１１２０㎡以下の場合
１２０㎡相当分まで２分
の１（１２０㎡を超える部
分は減額されません）

１２０㎡を超え２８０
㎡以下の場合

【公表日】１２月１日昇　【意見募集期間】５月１５日晶～６月１５日捷　【意見件数】７９件（５人、１団体）

市の検討結果意見概要

市民意識の高揚は温室効果ガスを削減するうえで必要
不可欠です。環境教育の推進を重点施策として積極的
に取り組みます。

CO2排出削減には、市民の生活スタイルの変更が求め
られ、経済的な負担もある。このため市民意識の高揚
感が必要で、市をあげてCO2排出削減に取り組んでい
るという実感を市民が持てるような計画が必要だと思
います。 億億億億億億億億億億億億億億 （件数：１件）

国や都の施策を踏まえたうえで、西東京市としてでき
ること、やるべきことを整理・検討しました。また、
計画の策定後においてもさまざまなアイデアを活かし
た独自性のある施策を追加していきます。

西東京市独自の目玉となる事業計画が欲しい。他市や
マスコミなどで話題となるような事業計画を表明・実
行すべき。 億億億億億億億億億億億億億 （件数：２件）

現在、環境保全施策の調整、進捗管理を行う組織とし
て環境経営本部を設置しています。今後、本計画に基
づく施策について横断的な展開を行います。

既存の組織のもとでは実施は困難と考える。市長をト
ップとした市の横断的プロジェックトチームの編成が
望まれる。 億億億億億億億億億億億億億 （件数：１件）

温室効果ガスの削減のためには、市民、事業者、市の
協働は不可欠と考えます。これを促す環境教育、啓発
活動は重要施策として必要と考えています。

協働による取り組みの推進とあるが、協働による事業
で当該計画が推進されるものではない。
 億億億億億億億億億億億億億億億億億億 （件数：１件）

重点施策の調整、進捗管理は西東京市環境経営本部に
おいて行い、毎年度発行する環境白書において評価結
果を公表します。また、市ホームページを活用したア
ンケートの実施を検討します。

それぞれの重点施策を誰が、どのように推進し状況把
握し、評価点検するのかが見えない。
 億億億億億億億億億億億億億億億億億億 （件数：１件）

（仮称）地球温暖化対策地域推進計画【素案】

　市民の皆さんからお寄せいただいた意見の中から、要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、市
の考え方をまとめたものです。詳しくは、市　HP をご覧ください。
 ◆環境保全課（札４３８－４０４２）


